
地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
一
）

地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結

│
長
野
県
と
阿
久
根
市
を
事
例
に

│

笹　
　

岡　
　

伸　
　

矢

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
よ
り
台
頭
し
た
、
い
わ
ゆ
る
無
党
派
知
事
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
数
を
増
大
さ
せ
た
（
曽
我
、
待
鳥　

二
〇
〇
七
）。
無
党
派
の
首
長
（
都
道
府
県
知
事
・
市
区
町
村
長
）
は
、
党
派
に
依
存
し
な
い
た
め
に
、
議
会
へ
の
対
応
を
一
か
ら
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
石
原
元
東
京
都
知
事
の
よ
う
に
、
議
会
多
数
派
と
連
携
し
、
既
存
の
党
派
や
議
員
た
ち
が
実
質
的
に
与
党
に
変
わ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
橋
下
元
大
阪
府
知
事
の
よ
う
に
是
々
非
々
の
運
営
を
し
つ
つ
、
次
の
議
会
選
挙
で
自
ら
の
政
党
を
立
ち
上
げ
て
議
会
多
数

派
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
議
会
と
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
首
長
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
首
長
は
、
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議
会
多
数
派
と
の
対
立
が
激
化
す
る
と
、
そ
の
議
会
か
ら
不
信
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
議
会
と
の
対
立
で
話
題
に
な
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
で
は
長
野
県
の
田
中
康
夫
知
事
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
で

は
阿
久
根
市
の
竹
原
信
一
市
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
議
会
か
ら
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
た
が
、
異
な
る
選
択
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
田
中
知
事
が
自
ら
辞
職
を
選
択
し
、
再
選
挙
に
打
っ
て
出
た
の
に
対
し
て
、
竹
原
市
長

（
1
）

は
議
会
を
解
散
す
る
こ

と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
を
受
け
て
、
首
長
は
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
選
択
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

議
会
多
数
派
の
側
も
む
や
み
や
た
ら
に
不
信
任
を
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
は
ど

の
よ
う
に
考
え
、
い
か
な
る
選
択
を
お
こ
な
う
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

以
下
、
地
方
自
治
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、
議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
以
降
の
過
程
を
、
図
表
を
用
い
て
整
理
し
、
ア
ク
タ
ー
が
合
理

的
で
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
帰
結
に
い
た
る
か
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
予
想
と
現
実
の
あ
い
だ
で
齟
齬
は
な
い
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
田
中
康
夫
知
事
時
代
の
長
野
県
と
、
竹
原
信
一
市
長
時
代
の
阿
久
根
市
を
扱
う
こ

と
と
す
る
。

1
．
理
論
：
合
理
的
ア
ク
タ
ー
の
選
択

⑴　

首
長
と
議
会
：
地
方
自
治
法
か
ら

地
方
自
治
法

（
2
）

で
は
、
首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
決
着
を
つ
け
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
表
し
た
の

が
図
1
で
あ
る
。
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①　

第
一
手
番
：
議
会
の
不
信
任
決
議

ま
ず
、
議
会
で
議
員
は
首
長
の
不
信
任
決
議

案
を
提
出
で
き
る
。
議
員
数
の
三
分
の
二
（
定

足
数
）
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
出
席
者
の
う
ち
、

四
分
の
三
以
上
の
同
意
が
あ
る
と
、
不
信
任
は

可
決
さ
れ
る

（
3
）

。
例
え
ば
、
定
数
一
〇
〇
の
Ａ
県

議
会
で
は
出
席
者
数
が
一
〇
〇
人
な
ら
七
六
人

の
、
出
席
者
数
が
六
七
人
な
ら
五
一
人
の
そ
れ

ぞ
れ
同
意
が
必
要
に
な
る
。
不
信
任
が
可
決
す

る
範
囲
は
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

②　

第
二
手
番
：
首
長
の
選
択

不
信
任
が
可
決
し
た
あ
と
、
首
長
は
自
ら
職

を
辞
す
る
か

（
4
）

、
議
会
を
解
散
す
る
か
を
選
択
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
首
長
が
自
ら
辞
職
し
た

場
合
、
新
た
に
首
長
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
。
他

方
、
議
会
を
解
散
し
た
場
合
、
議
会
選
挙
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

図 1　議会と首長：不信任決議採択後の流れ

図 2　定数100の場合の不信任決議（人）
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③　

第
三
手
番
：
議
会
選
挙
後
の
議
会
の
不
信
任
決
議

議
会
が
解
散
さ
れ
、
新
た
に
議
会
選
挙
が
お
こ
な
わ

れ
た
最
初
の
議
会
で
、
再
び
不
信
任
の
議
決
が
お
こ
な

わ
れ
た
場
合
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
し
、

そ
の
出
席
者
の
う
ち
、
過
半
数
の
同
意
が
あ
る
と
、
不

信
任
は
可
決
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
と
し
て
、
再

不
信
任
案
の
議
決
に
は
三
分
の
二
の
出
席
が
必
要
と
い

う
こ
と
は
、
反
対
派
（
＝
親
首
長
派
）
が
三
分
の
一
以

上
い
れ
ば
、
彼
ら
が
欠
席
す
る
こ
と
で
採
決
を
防
げ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
分
の
一
が
ハ
ー
ド
ル
と
な
る

（
5
）

。
こ
れ
を
図
示
し
た
の
が
図
3
で
あ
る
。

例
え
ば
、
定
数
一
〇
〇
の
Ａ
県
議
会
で
は
六
七
人
の
出
席
が
必
要
に
な
る
。「
第
一
手
番
」
で
は
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
、
つ
ま
り

七
六
人
の
賛
成
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
と
き
よ
り
も
必
要
な
議
席
数
は
少
な
い
。
し
か
し
、
出
席
者
数
が
六
六
人
以
下

と
な
る
と
定
足
数
に
満
た
な
い
の
で
、
不
信
任
決
議
の
採
択
が
で
き
な
く
な
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
不
信
任
が
再
可
決
す
る
範
囲
は
、

図
4
の
よ
う
に
な
る
。

⑵　

議
会
の
選
択
を
決
め
る
も
の

で
は
、
議
会
は
ど
の
よ
う
な
選
択
を
お
こ
な
う
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
第
一
手
番
と
第
三
手
番
の
両
方
の
動
き
か
ら
、
議

図 3  　不信任後の議会選挙における反首

長派の議席率と帰結

三
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岡
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九
五
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会
の
選
択
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①　

再
不
信
任
の
議
決

ま
ず
、
議
会
で
反
首
長
派
が
最
初
の
不
信
任
の
議
決
の
と
き
に

四
分
の
三
以
上
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え

て
い
な
い
場
合
、
不
信
任
を
出
し
て
も
通
る
こ
と
は
な
い
。
反
首

長
派
が
四
分
の
三
を
越
え
て
い
る
場
合
で
も
、
首
長
の
人
気
が
高

く
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
た
と
き
に
、
議
会
選
挙
の
あ
と

に
反
首
長
派
が
三
分
の
二
以
上
確
保
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と

き
に
は
、
再
不
信
任
が
可
決
さ
れ
な
い
の
で
、
や
は
り
不
信
任
を

出
す
こ
と
は
な
い
。
議
会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
、

解
散
後
の
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
こ
と
が
見
込
め
な

い
と
、
一
回
目
の
不
信
任
案
を
提
出
す
る
こ
と
は
な
い
。

②　

将
来
に
対
す
る
不
安

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
首
長
が
議
会
多
数
派
に
配
慮
し
な
い
運
営

を
し
続
け
て
い
っ
た
場
合
、
彼
ら
に
と
っ
て
現
状
が
良
く
な
い
帰

結
に
陥
る
と
想
定
さ
れ
れ
ば
、
不
信
任
に
打
っ
て
出
る
可
能
性
が

あ
る
。
具
体
的
に
は
首
長
の
独
断
専
行
で
議
会
が
な
い
が
し
ろ
に

図 4　定数100の場合の不信任再決議（人）
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さ
れ
機
能
不
全
に
陥
る
場
合
や
、
首
長
の
人
気
が
上
昇
し
、
来
る
べ
き
議
会
選
挙
で
反
首
長
派
が
勝
利
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
確
実
視
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。

⑶　

首
長
の
選
択
を
決
め
る
も
の

次
に
、
第
二
手
番
の
首
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
議
会
が
不
信
任
を
可
決
し
、
さ
ら
に
再
不
信
任
も
可
決
で
き
る
と
い
う
状
況
、

な
い
し
再
不
信
任
が
否
決
さ
れ
た
と
し
て
も
現
状
よ
り
は
ま
し
と
反
首
長
派
が
考
え
る
状
況
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
首
長
は
選
択
を
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
選
択
肢
は
首
長
自
ら
辞
職
す
る
か
、
議
会
を
解
散
す
る
か
で
あ
る
。

①　

首
長
選
挙

首
長
は
自
ら
辞
職
し
て
選
挙
で
勝
利
し
て
も
議
会
の
議
席
数
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
特
に
理
由
が
な
け
れ
ば
議
会
を
解
散
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
首
長
選
挙
で
勝
利
し
た
と
き
、
そ
の
首
長
に
正
統
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
、
議
会
は
再
び
不
信
任
を

突
き
つ
け
に
く
く
な
る
。
も
し
首
長
が
合
理
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
首
長
選
挙
で
勝
て
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
辞
職
を
選
択

す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
他
方
、
首
長
選
挙
で
勝
て
る
可
能
性
が
低
い
と
見
込
ん
だ
場
合
、
議
会
解
散
を
選
択
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

②　

議
会
選
挙

地
方
自
治
法
の
規
程
で
は
、
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
た
首
長
が
議
会
を
解
散
し
た
場
合
、
再
選
挙
後
に
自
派
が
議
会
の
三
分
の
一
以

上
を
占
め
れ
ば
、
失
職
せ
ず
に
済
む
。
た
だ
し
、
不
信
任
決
議
が
通
っ
た
時
点
で
、
議
会
内
に
自
派
は
四
分
の
一
未
満
し
か
い
な
い
と
い

う
前
提
が
存
在
す
る
。
も
し
首
長
が
合
理
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
派
を
議
会
定
数
の
四
分
の
一
以
上
か
ら
三
分
の
一
以
上
へ

と
増
大
さ
せ
ら
れ
る
自
信
が
あ
る
場
合
に
は
解
散
を
選
択
す
る
可
能
性
は
高
ま
る
。
他
方
、
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
や
す
こ
と
が
で
き

三
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岡
）
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七
）

な
い
場
合
に
は
、
首
長
は
自
ら
辞
職
を
選
択
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

⑷　

予
測

議
会
と
首
長
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
を
ま
と
め
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
帰
結
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。

①　

不
信
任
通
過

議
会
に
お
い
て
不
信
任
が
可
決
す
る
条
件
は
三
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
議

会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
反
首
長
派
に

と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
よ
り
も
お
お
む
ね
よ
く
な
い
と
推
測

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維

持
で
き
る
と
考
え
た
場
合
か
、
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と

し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
そ
ろ
い
、
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
あ
と
、
決
定
は

首
長
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
首
長
は
ど
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
、
対
応
を
取
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
四

つ
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
第
一
の
「
パ
タ
ー
ン
一
」
が
「
首
長
選
挙
勝
利
＋
議
会
三
分
の

一
以
上
」
と
予
測
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
。
首
長

表 1　首長 vs. 議会：帰結の予測
首　長

首長選挙

勝利 敗北

議会選挙；親市長派

3 分の 1 以上 3 分の 1 未満 3 分の 1 以上 3 分の 1 未満

議　

会

議 会 の
反首長派

4 分の 3 以上
不 信 任 希 望 ＡかＢ Ａ Ｂ ＡかＢ

現状維持希望 Ｃ
4 分の 3 未満

注）　Ａ＝首長辞職→首長選挙

Ｂ＝ 議会解散（Ｂ 1 →反首長派が 3 分の 2 以上獲得（→再不信任可決）・

Ｂ 2 →親首長派が 3 分の 1 以上獲得（→再不信任可決せず））

Ｃ＝現状維持
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は
議
会
構
成
を
変
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
、
も
し
議
会
で
勝
て
な
く
て
も
首
長
選
挙
で
勝
て
る
た
め
、
ま
ず
は
解
散
を
選
択
す
る
可

能
性
が
高
い
。
結
果
次
第
で
Ｂ
（
議
会
解
散

（
6
）

）
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
正
統
性
を
得
て
議
会
を
威
嚇
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
よ
い
と
考
え

れ
ば
、
Ａ
（
辞
職
）
を
選
択
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
加
え
て
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
、
自
ら
も
辞
職
し
て
「
同
日
選
挙
」（
つ
ま
り
、

Ａ
と
Ｂ
両
方
）
を
実
施
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
に
「
パ
タ
ー
ン
二
」
の
「
首
長
選
挙
勝
利
＋
議
会
三
分
の
一
未
満
」
と
い
う
見
立
て
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
は
首
長

が
自
ら
辞
職
し
、
選
挙
で
の
勝
利
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
首
長
選
挙
で
勝
て
る
が
、
議
会
で
は
三
分
の
一
を
超
え
な
い
と
い
う
状
況

は
実
際
に
想
定
し
う
る

（
7
）

。
特
に
重
要
な
の
が
、
議
会
選
挙
の
定
数
と
選
挙
区
の
問
題
で
あ
る
。
自
治
体
の
定
数
と
選
挙
区
が
多
い
ほ
ど
議

会
で
の
勝
利
の
可
能
性
は
低
下
す
る

（
8
）

。
帰
結
は
Ａ
（
辞
職
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
議
会
選
挙
で
勝
て
な
い
も
の
の
首
長
選
挙
で
は
勝

て
る
と
考
え
た
首
長
の
選
択
肢
は
Ａ
し
か
な
い
。

第
三
の
「
パ
タ
ー
ン
三
」
が
「
首
長
選
挙
敗
北
＋
議
会
三
分
の
一
以
上
」
と
考
え
た
場
合
で
あ
る
。
帰
結
は
Ｂ
（
議
会
選
挙
）
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
首
長
選
挙
を
嫌
が
る
首
長
は
、
議
会
選
挙
で
の
自
派
の
勝
利
を
確
信
し
て
解
散
を
選
択
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
、
首
長
が
自
ら
の
首
長
選
挙
で
敗
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
議
会
で
首
長
派
が
三
分
の
一
以
上
を
取
れ
な
い
と
い
う

こ
と
も
な
い
。

第
四
の
「
パ
タ
ー
ン
四
」
は
「
首
長
選
挙
敗
北
＋
議
会
三
分
の
一
未
満
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
。

そ
の
後
の
展
開
を
想
定
し
て
、
よ
り
自
分
に
と
っ
て
被
害
の
少
な
い
選
択
肢
を
選
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
稼
ぎ
を
考
え
る
と
、
ま
ず
議

会
解
散
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
不
祥
事
な
ど
で
圧
力
が
か
か
っ
た
場
合
、
自
ら
辞
職
し
引
退
す
る
可
能
性
も
あ
る

（
9
）

。
加
え
て
、「
パ
タ
ー

ン
一
」
と
同
様
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
、
自
ら
も
辞
職
し
て
「
同
日
選
挙
」（
つ
ま
り
、
Ａ
と
Ｂ
両
方
）
を
実
施
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

三
八
二



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
九
）

②　

現
状
維
持
も
し
く
は
不
信
任
不
通
過

そ
れ
以
外
は
す
べ
て
Ｃ
（
現
状
維
持
）
と
な
る
。
議
会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
に
満
た
な
い
場
合
と
、
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い

て
も
現
状
の
方
が
他
よ
り
好
ま
し
い
場
合
は
こ
の
帰
結
に
な
る
。

2
．
事
例

で
は
、
上
記
の
議
論
が
ど
こ
ま
で
妥
当
な
の
か
、
事
例
を
用
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
扱
う
事
例
は
、
紙
数
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
議

会
に
お
い
て
不
信
任
が
通
過
し
た
あ
と
の
首
長
の
対
応
に
限
定
す
る
。
最
初
の
事
例
が
、
首
長
が
辞
職
を
選
択
し
た
長
野
県
（
二
〇
〇
二

年
）
で
あ
り
、
次
の
事
例
は
、
議
会
を
解
散
し
た
阿
久
根
市
（
二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。

⑴　

長
野
県
：
首
長
辞
職

①　

背
景

ま
ず
、
結
果
か
ら
述
べ
る
と
、
県
知
事
の
不
信
任
が
通
過
し
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
に
お
け
る
長
野
県
議
会
六
月
定
例
会
に
お
い
て
で

あ
る
。
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
首
長
は
田
中
康
夫
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
議
会
は
定
数
六
〇
で
あ
っ
た
。
田
中
知
事
と
対
立
し

て
い
た
「
反
首
長
派
」
は
、
県
政
会
三
一
名
、
政
信
会
九
名
、
県
民
ク
ラ
ブ
八
名
、
社
会
県
民
連
合
七
名
の
計
五
五
名
で
、
議
会
の

九
二
％
を
占
め
て
い
た
。
反
対
に
田
中
知
事
を
支
持
し
て
い
た
「
親
首
長
派
」
は
共
産
党
の
五
名
で
あ
り
、
議
会
の
八
％
を
占
め
て
い
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
田
中
知
事
と
議
会
が
対
立
し
た
大
き
な
要
因
は
、「
脱
ダ
ム
宣
言
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
浅
川

ダ
ム
と
下
諏
訪
ダ
ム
の
工
事
中
止
の
問
題
で
あ
っ
た
。

三
八
三
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続
い
て
、
当
時
の
状
況
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
お
こ
う

（
10
）

。
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
田
中
康
夫
は
前
知
事
の
後
継
候
補
を
破

り
、
長
野
県
知
事
に
初
当
選
す
る
。
初
登
庁
は
同
月
二
六
日
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
有
名
な
「
名
刺
折
り
曲
げ
事
件
」
が
起
こ
っ
て
い
る
。

「
脱
ダ
ム
宣
言
」
を
出
し
た
の
は
二
〇
〇
一
年
二
月
二
〇
日
で
あ
り
、
田
中
知
事
は
当
時
建
設
予
定
で
あ
っ
た
一
一
ヵ
所
の
う
ち
本
体

着
工
に
至
っ
て
い
な
い
下
諏
訪
ダ
ム
な
ど
七
つ
の
ダ
ム
に
つ
い
て
、
原
則
中
止
を
決
め
た
。
田
中
知
事
は
こ
れ
に
基
づ
き
ダ
ム
建
設
に
か

か
わ
る
部
分
を
削
る
な
ど
、
新
年
度
予
算
案
を
修
正
し
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
県
議
会
の
主
要
会
派
（
県
政
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
、
社
会
県
民

連
合
）
は
三
月
一
九
日
、
五
二
年
ぶ
り
と
な
る
予
算
案
の
修
正
を
お
こ
な
い
、
下
諏
訪
ダ
ム
の
建
設
予
算
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
主
要
会

派
は
、
同
時
に
住
民
参
加
で
ダ
ム
計
画
を
見
直
す
「
県
治
水
・
利
水
ダ
ム
等
検
討
委
員
会
」
の
設
置
条
例
を
可
決
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
も
対
立
は
収
ま
ら
ず
、
七
月
六
日
、
新
年
度
当
初
予
算
案
に
続
く
補
正
予
算
案
も
県
議
会
で
修
正
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
県
政

史
上
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
議
会
で
は
「
田
中
知
事
の
発
言
と
行
動
に
対
し
て
反
省
を
求
め
る
決
議
」
も
可
決
し
て
い
た
。

こ
れ
に
賛
成
し
た
当
時
の
社
会
県
民
連
合
の
浜
万
亀
彦
団
長
は
、「
女
性
べ
っ
視
発
言
や
知
事
室
で
の
女
性
タ
レ
ン
ト
と
飲
酒
し
な
が
ら

の
対
談
な
ど
は
最
高
責
任
者
と
し
て
不
適
切
で
品
性
に
欠
け
る

（
11
）

」
と
論
じ
て
い
る
。
続
い
て
、
一
〇
月
五
日
に
は
、
県
議
会
で
三
回
目
の

予
算
案
修
正
が
な
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇
二
年
三
月
一
八
日
に
は
、「
脱
ダ
ム
」
を
め
ぐ
る
対
立
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
議
会
は
新
年
度
当
初

予
算
案
に
対
し
て
都
合
四
回
目
と
な
る
修
正
を
お
こ
な
っ
た
。
同
日
、
県
議
会
は
「
県
政
の
停
滞
に
関
す
る
知
事
問
責
決
議
」
を
賛
成
多

数
で
可
決
し
て
い
る
。
こ
の
「
問
責
決
議
」
は
県
政
史
上
で
初
め
て
可
決
さ
れ
た
も
の
で
、
拘
束
力
は
な
い
が
、
首
長
に
何
か
し
ら
の
対

応
を
促
す
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
決
議
に
賛
成
し
た
の
は
二
会
派
（
県
政
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
）
で
、「
県
政
は
停
滞
の
極
み
に
あ
る
」

と
し
て
、
知
事
を
糾
弾
し
て
い
る

（
12
）

。
こ
の
時
、
不
信
任
の
動
き
も
あ
っ
た
が
、
回
避
さ
れ
て
い
る
。

県
の
ダ
ム
計
画
を
見
直
す
「
県
治
水
・
利
水
ダ
ム
等
検
討
委
員
会
」
は
六
月
七
日
、
浅
川
と
砥
川
両
ダ
ム
を
作
ら
ず
、
河
川
を
改
修
す

三
八
四
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と
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帰
結
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笹
岡
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〇
一
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る
と
す
る
答
申
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
は
検
討
委
員
会
が
「
ダ
ム
な
し
」
の
治
水
案
を
提
起
し

た
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
あ
と
、
六
月
の
議
会
は
ダ
ム
建
設
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
対
立

が
加
速
し
て
い
く
。
田
中
知
事
は
同
月
一
四
日
の
会
見
で
、
一
部
会
派
の
不
信
任
案
提
出
の

動
き
に
つ
い
て
「「
有
言
不
実
行
」
あ
る
い
は
オ
オ
カ
ミ
少
年
、
少
女
」
な
ど
と
挑
発
す
る

と
（
13
）

、
対
立
す
る
県
政
会
の
石
田
治
一
郎
名
誉
団
長
は
一
六
日
に
「（
六
月
議
会
で
）
答
え
が
出

な
け
れ
ば
現
職
議
員
は
皆
、
責
任
を
取
る
。
ま
し
て
や
県
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
最
高
責

任
者
（
知
事
）、
あ
な
た
も
や
め
な
さ
い
と
い
う
の
が
筋
だ

（
14
）

」
と
応
酬
し
て
い
た
。

六
月
二
五
日
、
田
中
康
夫
知
事
は
議
会
に
て
浅
川
・
下
諏
訪
の
両
ダ
ム
中
止
を
表
明
し
た
。

こ
の
六
月
定
例
会
で
は
、
知
事
の
発
言
に
不
満
を
持
つ
議
員
が
退
席
す
る
な
ど
、
大
い
に
紛

糾
し
、
つ
い
に
は
主
要
四
会
派
（
県
政
会
、
政
信
会

（
15
）

、
県
民
ク
ラ
ブ
、
社
会
県
民
連
合
）
が
不
信

任
提
出
を
検
討
す
る
事
態
と
な
り
、
七
月
五
日
、
三
会
派
（
県
政
会
、
政
信
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
）

は
つ
い
に
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
。
提
案
説
明
を
お
こ
な
っ
た
県
政
会
・
下
崎
保
団
長

は
「
田
中
知
事
が
県
民
に
も
た
ら
し
た
の
は
「
県
政
の
停
滞
」
の
一
語
に
尽
き
る
」
と
述
べ

た
の
に
対
し
、
反
対
討
論
で
共
産
党
・
石
坂
千
穂
団
長
は
「
県
民
が
選
挙
で
選
ん
だ
知
事
が
、

公
約
を
守
り
実
行
す
る
の
を
数
の
力
で
不
信
任
と
す
る
の
は
暴
挙
」
と
述
べ
て
い
た

（
16
）

。
結
果

は
、
表
2
の
通
り
、
賛
成
多
数
で
可
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

表 2　不信任決議案の賛否の状況

賛成 反対 計 退席 計

反知事

県政会 27 0 27 3 30

政信会 9 0 9 0 9

県民クラブ 8 0 8 0 8

社県連 0 0 0 7 7

親知事 共産党 0 5 5 0 5

計 44 5 49 10 59

※病欠 1 …県政会

出席者49人中44人（89.8％）が賛成で可決

三
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）

（
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〇
二
）

②　

分
析

不
信
任
可
決
ま
で
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
各
ア
ク
タ
ー
の
見
通
し
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、「
議
会
・
反
首
長
派
」
に
つ

い
て
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
県
政
会
な
ど
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
長
野
県
の
状
況
が
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
先
手
で
あ
る
議
会
の
反
知
事
派
は
議
会
で
九
二
％
を
占
め
て
お
り
、
不
信
任
通
過
の
第
一
の
条
件

（「
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
い
る
」）
は
満
た
し
て
い
た
。
第
二
の
条
件
で
あ
る
「
反
首
長
派
に
と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ

る
帰
結
よ
り
も
お
お
む
ね
よ
く
な
い
結
果
に
な
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
」
は
、
ダ
ム
建
設
反
対
の
知
事
と
、
賛
成
の
議
会
反
知
事
派
の
対

立
が
双
方
の
歩
み
寄
り
の
欠
如
に
よ
り
関
係
の
悪
化
は
深
刻
化
し
て
い
た
と
い
え

（
17
）

、
議
会
の
停
滞
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
の
展
望
が
開
け

て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。
第
三
の
条
件
は
「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維
持
で
き
る
と
考
え
た
場

合
」
か
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と
し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
」

の
い
ず
れ
か
の
状
態
で
あ
る
が
、
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
反
知
事
派
は
解
散
後
の
再
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
獲
得

し
、
再
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
る
自
信
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

（
18
）

、
前
者
の
条
件
に
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
首
長
」
で
あ
る
田
中
康
夫
知
事
の
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
の
見
通
し
を
確
認
す
る
。
第
一
に
、
首
長
選
挙
で
あ
る
が
、
不
信

任
可
決
後
の
世
論
調
査
（
表
3
）
な
ど
で
も
知
事
を
支
持
す
る
声
が
多
く
、
知
事
に
と
っ
て
知
事
選
挙
で
勝
利
で
き
る
可
能
性
は
高
い
と

考
え
ら
れ
た
。

他
方
、
議
会
選
挙
に
つ
い
て
は
、
知
事
陣
営
は
当
初
、
議
会
を
解
散
し
て
自
ら
辞
職
す
る
こ
と
で
「
ダ
ブ
ル
選
」
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
県
選
管
が
難
色
を
示
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
解
散
し
て
自
派
を
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
や
す
た
め
に
必
要
な
、
自
派
候
補

者
擁
立
の
時
間
・
人
員
・
資
金
も
な
か
っ
た
た
め
、
解
散
を
選
択
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
19
）

。
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
三
）

以
上
の
結
果
と
し
て
、
議
会
反
知
事
派
が
不
信
任
を
可
決
さ
せ
、
他
方
、
知
事
が

知
事
選
挙
で
勝
利
で
き
る
が
、
議
会
選
挙
で
三
分
の
一
以
上
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
判
断
し
た
（「
パ
タ
ー
ン
二
」
の
想
定
を
お
こ
な
っ
た
）
と
い
え
る
。
予
測
通
り
、

結
果
は
Ａ
（
首
長
辞
職
）
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　

阿
久
根
市
：
議
会
解
散

①　

背
景

阿
久
根
市
で
市
長
の
不
信
任
が
可
決
し
た
の
は
二
〇
〇
九
年
の
市
議
会
第
一
回
臨

時
会
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
ず
そ
こ
ま
で
の
状
況
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ア
ク
タ
ー

だ
が
、
ま
ず
首
長
（
市
長
）
は
竹
原
信
一
で
あ
る
。
彼
は
、「
ブ
ロ
グ
市
長
」
や

「
独
裁
者
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
一
時
は
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
不

信
任
可
決
時
の
市
議
会
は
定
数
一
六
（
欠
員
一
）
で
、
反
首
長
派
が
一
二
人

（
八
〇
％
）
で
、
中
立
・
親
首
長
派
が
三
人
（
二
〇
％
）
で
あ
っ
た
。

対
立
の
原
因
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
、
市
長
が
ブ
ロ
グ
で
「
最
も
辞
め
て
も
ら
い

た
い
議
員
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
こ
な
い
議
会
の
反
発
を
招
い
た
り
、
市
役
所
全
職

員
の
給
与
を
ブ
ロ
グ
で
公
開
し
市
職
員
の
労
働
組
合
と
対
立
し
た
り
、
議
会
が
市
長

提
案
の
重
要
議
案
を
否
決
（
副
市
長
・
教
育
委
員
人
事
、
議
員
定
数
・
市
長
給
料
削
減
…
）

表 3　不信任後の世論調査（2002年 7 月 5 ・ 6 日）

Ｑ．「田中知事不信任」の可決をどう思いますか？
賛成 27.9%
反対 61.6%
なんともいえない 10.5%

Ｑ．田中県政を支持しますか
支持する 36.5%
どちらかといえば支持する 29.9%
どちらかといえば支持しない 10.5%
支持しない 9.6%
なんともいえない 13.5%

注）　長野県世論調査協会の調査。サンプル数800

出所：『朝日新聞』2002年 7 月 9 日朝刊。
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
〇
四
）

し
た
り
し
た
た
め
で
あ
る
。

続
い
て
、
当
時
の
状
況
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
お
こ
う

（
20
）

。
竹
原
が
市
長
選
挙
に
初
め
て
立
候
補
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
で
あ
る
が
、

当
時
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
彼
が
し
た
た
め
た
「
出
馬
宣
言
」
に
は
市
議
会
、
ひ
い
て
は
市
長
・
市
役
所
職
員
へ
の
抜
き
が
た
い
不
信
感

が
記
さ
れ
て
い
る
（
竹
原　
二
〇
一
〇
、
九
二
│
九
三
に
全
文
掲
載
）。
ち
な
み
に
、
選
挙
期
間
中
、
市
長
選
告
示
後
に
ブ
ロ
グ
を
更
新
し
て
、

市
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
指
導
を
受
け
る
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
。
選
挙
は
、
前
市
長
が
推
す
候
補
や
、
議
会
多
数
派
が
推
す
候
補

な
ど
四
氏
が
立
候
補
す
る
混
戦
と
な
っ
た
が
、
八
月
三
一
日
、
そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
竹
原
が
当
選
し
た
。

市
議
時
代
に
も
他
の
議
員
と
の
協
調
を
拒
ん
で
き
た
竹
原
に
対
し
て
、
議
会
は
対
立
的
に
臨
ん
だ
。
九
月
二
九
日
の
最
初
の
定
例
会
で
、

市
長
提
案
の
副
市
長
と
教
育
委
員
の
人
事
案
件
が
議
会
に
否
決
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
〇
月
一
七
日
に
は
、
市
長
が
提
案
し
た
議
員
定
数
削

減
案
、
市
長
月
給
半
減
案
、
印
鑑
証
明
な
ど
の
定
数
料
引
き
下
げ
案
の
三
案
が
議
会
で
否
決
さ
れ
た
。
一
一
月
一
七
日
に
は
市
議
会
臨
時

会
で
、
竹
原
市
長
の
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
条
例
改
正
案
が
否
決
さ
れ
、
教
育
委
員
人
事
案
件
も
不
同
意
と
な
る
。
一
二
月
九
日
に
は
、

市
議
会
一
二
月
定
例
会
で
、
議
会
は
教
育
委
員
の
人
事
案
件
を
再
度
不
同
意
と
し
た
。

こ
の
こ
ろ
は
、
竹
原
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
議
会
と
の
間
に
修
復
不
可
能
と
も
言
う
べ
き
深
い
溝
が
生
ま
れ
た
時
期
」（
竹
原　
二
〇
一
〇
、

一
八
）
で
あ
り
、
議
会
に
対
す
る
彼
の
不
信
感
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
〇
九
年
一
月
一
二
日
、
竹
原
は
「
民

意
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
市
長
の
提
案
す
る
改
革
案
を
、
ま
と
も
に
議
論
す
ら
し
な
い
議
員
ば
か
り
な
の
で
す
か
ら
、
私
以
外
に
も
「
や
め

て
も
ら
い
た
い
」
と
思
う
市
民
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」（
竹
原　
二
〇
一
〇
、
一
九
）
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
ブ
ロ
グ
で
議
員
の
不
人
気

投
票
を
呼
び
か
け
た
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
グ
に
よ
る
「
敵
対
勢
力
批
判
」（
平
井　
二
〇
一
一
、
二
六
）
の
手
法
は
、
議
会
に
と
ど
ま
ら
ず
、

労
働
組
合
、
公
務
員
に
ま
で
及
ん
だ
。
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
五
）

そ
の
よ
う
な
市
長
の
態
度
に
対
し
て
、
一
月
二
二
日
、
反
市
長
派
の
市
議
会
議
員
ら
が
中
心
と
な
り
、
竹
原
の
市
長
選
期
間
中
の
ブ
ロ

グ
更
新
を
公
選
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
阿
久
根
署
に
刑
事
告
発
し
た
事
件
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
翌
二
三
日
、
市
議
四
人
が
「
議
会
の

議
決
を
無
視
し
た
人
事
権
の
乱
用
」
と
い
う
理
由
で
、
市
長
の
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
。
同
月
二
八
日
の
議
会
運
営
委
員
会
の
議
決

を
経
て
、
二
月
六
日
、
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
た
。
こ
の
臨
時
会
で
、
不
信
任
決
議
案
が
採
択
さ
れ
、
出
席
者
一
五
人
全
員
賛
成
で
可
決
さ

れ
た
。

②　

分
析

一
度
目
の
竹
原
市
長
不
信
任
の
可
決
ま
で
の
流
れ
を
み
て
き
た

（
21
）

が
、
以
下
、
各
ア
ク
タ
ー
の
見
通
し
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

「
議
会
・
反
首
長
派
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
阿
久
根
市
の
状
況
が
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
先
手
で
あ
る
反
市
長
派
は
議
会
で
八
〇
％
を
占
め
て
お
り
、
不
信
任
通
過
の
第
一
の
条
件
（「
反
首
長
派

が
四
分
の
三
以
上
い
る
」）
は
満
た
し
て
い
た
。
第
二
の
条
件
は
「
反
首
長
派
に
と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
よ
り
も

お
お
む
ね
よ
く
な
い
結
果
に
な
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
」
と
な
る
が
、
市
長
と
議
会
反
市
長
派
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
市
長
の
議
員
批
判

の
激
化
と
、
議
会
軽
視
の
姿
勢
が
続
い
て
お
り
、
完
全
に
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
議
員
た
ち
は
こ
の

先
の
展
望
を
開
け
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
第
三
の
条
件
は
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維
持
で
き
る
と
考
え
た
場

合
」
か
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と
し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
」

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
反
市
長
派
は
解
散
後
の
再
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
獲
得
し
、
再

不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
る
自
信
が
あ
っ
た

（
22
）

。
つ
ま
り
前
者
の
考
え
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
、「
首
長
」
で
あ
る
竹
原
市
長
の
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
の
見
通
し
を
確
認
す
る
。
第
一
に
、
首
長
選
挙
で
あ
る
が
、
議
会
に
お

三
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月
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〇
六
）

い
て
、
あ
る
議
員
か
ら
失
職
後
の
市
長
選
挙
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
竹
原
は
「
私
は
必
ず
勝
つ
つ
も
り
で
い
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
勝
利
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る

（
23
）

。
第
二
に
、
議
会
選
挙
に
つ
い
て
は
、
市
長
は
就
任
後
よ
り
、
ブ
ロ
グ
に
「
議
会
は
時
間
の

無
駄
」
と
書
き
込
み

（
24
）

、
親
市
長
派
の
議
員
に
市
長
の
不
信
任
案
へ
の
賛
成
を
依
頼
し
て
お
り

（
25
）

、
議
会
の
解
散
を
待
望
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る

（
26
）

。
結
果
で
あ
る
が
、
議
会
反
市
長
派
が
不
信
任
を
可
決
さ
せ
た
の
に
対
し
、
市
長
は
ど
ち
ら
の
帰
結
で
も
対
応
可
能
と
考
え
た
よ
う
だ
。

竹
原
は
当
初
よ
り
議
会
解
散
を
熱
望
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
親
首
長
派
の
敗
北
で
も
来
た
る
べ
き
市
長
選
挙
で
勝
利
で
き
る
と
見
込
ん

で
い
た
（「
パ
タ
ー
ン
一
」
の
想
定
を
お
こ
な
っ
た
）。「
パ
タ
ー
ン
一
」
で
は
、
首
長
自
ら
辞
め
て
も
議
会
の
構
成
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
、
議
会
解
散
を
選
択
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
市
長
は
ま
ず
議
会
解
散
を
選
び
、
選
挙
結
果
は
反
市
長
派
の
勝
利

（
27
）

と

な
っ
た
。
よ
っ
て
、
帰
結
は
、
Ｂ
（
議
会
選
挙
）
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
議
会
の
不
信
任
を
め
ぐ
る
首
長
と
議
会
と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
、
起
こ
り
う
る
帰
結
を
想
定
し
、
事

例
を
用
い
て
説
明
し
た
。
ア
ク
タ
ー
が
合
理
的
で
あ
る
と
仮
定
し
て
分
析
し
て
み
た
が
、
あ
る
程
度
、
モ
デ
ル
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
た
だ
し
、
問
題
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
今
後
の
課
題
を
列
挙
し
て
結
び
と
し
た
い
。

ま
ず
、
モ
デ
ル
に
関
し
て
で
あ
る
。
今
後
は
、
よ
り
モ
デ
ル
を
精
緻
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
首
長
が
議
会
選
挙
を
ど
う
見
て

い
た
か
に
よ
っ
て
、
彼
も
し
く
は
彼
女
の
選
択
は
変
わ
る
の
か
、
ゲ
ー
ム
理
論
な
ど
を
用
い
て
再
び
予
測
し
な
お
し
て
み
た
い
。

次
に
、
事
例
に
関
し
て
で
あ
る
。
今
回
は
、
少
な
い
事
例
で
、
し
か
も
特
徴
的
な
事
例
を
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
、
今
回
扱
わ

三
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
七
）

な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
事
例
を
用
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
設
定
し
て
い
る
の
で
、
今
回
と
は
違
う
条
件
の
事

例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
特
に
、
当
初
か
ら
首
長
と
議
会
が
対
立
的
で
あ
っ
た
事
例
で
は
な
く
、
首
長
と
議
会
が
あ
る
程
度
協
調
し
て

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
方
の
任
期
途
中
で
対
立
的
に
な
っ
た
事
例
を
扱
っ
て
み
た
い
。

最
後
に
、
多
事
例
の
計
量
分
析
に
関
し
て
で
あ
る
。
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
反
首
長
派
が
占
め
る
と
い
う
条
件
は
、
必
ず
し
も
頻
繁

に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
地
方
自
治
の
経
験
は
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
不
信
任
の
提
出
・
採
決
・
可
決

と
い
っ
た
事
例
は
一
定
数
そ
ろ
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
信
任
・
議
会
選
挙
・
再
不
信
任
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
議
会
の
政

党
構
成
や
、
社
会
経
済
的
変
数
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、
よ
り
広
い
文
脈
で
ど
の
よ
う
な
要
因
が
議
会
お
よ
び
首
長
の
決
定
に
影
響
を
与

え
た
の
か
、
因
果
関
係
の
検
証
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
） 

竹
原
は
議
会
か
ら
二
度
不
信
任
を
可
決
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
一
回
目
を
扱
う
。

（
2
） 

地
方
自
治
法
第
一
七
八
条
一　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
不
信
任
の
議
決
を
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
議
長
か
ら
そ
の
旨
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
議
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

議
会
に
お
い
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
不
信
任
の
議
決
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
内
に
議
会
を
解
散
し
な
い
と
き
、
又

は
そ
の
解
散
後
初
め
て
招
集
さ
れ
た
議
会
に
お
い
て
再
び
不
信
任
の
議
決
が
あ
り
、
議
長
か
ら
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通

知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
同
項
の
期
間
が
経
過
し
た
日
又
は
議
長
か
ら
通
知
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
職
を
失
う
。

三　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
信
任
の
議
決
に
つ
い
て
は
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
の
者
が
出
席
し
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
四
分
の

三
以
上
の
者
の
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
過
半
数
の
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
九
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
〇
八
）

（
3
） 

本
稿
で
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
会
で
の
不
信
任
案
提
出
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
反
市
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
な

い
場
合
で
も
、
不
信
任
案
の
提
出
に
は
大
き
な
コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
が
可
決
さ
れ
な
く
て
も
、
反
市
長
派
は
住
民
に
対
し
て
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
場
合
は
想
定
し
て
い
な
い
。

（
4
） 
厳
密
に
言
う
と｢

失
職｣

で
あ
る
。
不
信
任
決
議
の
あ
と
知
事
が
一
〇
日
以
内
に
議
会
を
解
散
し
な
け
れ
ば
、
自
動
的
に
失
職
す
る
。
本
稿
で

は
こ
れ
を｢
辞
職｣

と
し
て
扱
う
。

（
5
） 

近
年
で
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
に
、
愛
媛
県
の
西
条
市
で
こ
の
状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一
月
に
不
信
任
さ
れ
た
青
野
勝
市
長
は
、
市
議
会
の

解
散
を
選
択
し
た
。
議
会
選
挙
で
は
、
親
市
長
派
は
過
半
数
に
は
届
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
四
〇
％
の
議
席
を
獲
得
し
た
。
三
月
、
議
会
の
反
市
長

派
が
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
が
、
再
議
決
に
反
対
し
た
議
員
は
退
席
し
、
採
決
に
必
要
な
議
席
の
三
分
の
二
以
上
と
い
う
出
席
数
に
満
た
ず
、

決
議
案
は
廃
案
と
な
っ
た
（『
愛
媛
新
聞
』
二
〇
一
三
年
三
月
六
日
）。

（
6
） 

反
首
長
派
で
あ
る
議
会
多
数
派
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
議
会
選
挙
の
結
果
ま
で
見
通
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
1
が
、
反
首
長
派
が
議
会

で
三
分
の
二
以
上
を
獲
得
で
き
る
と
し
、
そ
の
先
の
再
不
信
任
可
決
を
考
え
た
も
の
で
あ
り
、
Ｂ
2
は
反
対
に
三
分
の
二
未
満
の
議
席
率
に
終
わ
る

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
合
わ
せ
て
Ｂ
（
議
会
解
散
）
と
し
て
お
く
。

（
7
） 

二
元
代
表
制
で
は
、
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
で
は
異
な
る
利
益
を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
然
、
異
な
る
選
挙
結
果
に
い
た
る

可
能
性
も
存
在
す
る
（
砂
原　
二
〇
一
一
）。

（
8
） 

こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
目
が
、「
全
体
の
定
数
の
問
題
」
で
あ
る
。
自
派
の
議
席
増
大
の
可
能
性
の
高
低
に
影
響

を
与
え
る
の
が
、
議
会
の
議
席
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
議
会
の
定
数
が
多
い
場
合
、
自
派
の
議
席
を
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
大
さ

せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
定
数
が
少
な
い
場
合
、
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
持
っ
て
い
く
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

以
下
の
よ
う
な
議
会
を
想
定
し
て
み
よ
う
（
次
ペ
ー
ジ
に
表
）。

左
記
の
例
で
は
、
Ａ
県
で
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
親
首
長
派
の
議
席
数
は
二
四
以
下
で
あ
り
、
こ
れ
を
三
四
議
席
に
ま
で
増
や
す
必
要
が

あ
る
。
最
低
で
も
さ
ら
に
一
〇
〇
議
席
中
一
〇
議
席
増
や
す
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
村
で
は
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、

親
首
長
派
の
議
席
数
は
二
以
下
で
あ
り
、
こ
れ
を
四
議
席
に
ま
で
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
最
低
二
を
四
に
増
や
す
の
は
Ａ
県
よ
り
は
容
易
で
あ
る
。

三
九
二



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
九
）

ち
な
み
に
、
定
数
は
地
方
自
治
法
九
〇
条
と
九
一
条
に
お
い
て
、
そ
の
人
口
に
よ
っ
て
上
限
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
お
お
む
ね
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模
と
選
挙
区
定
数
は
正
比
例
の
関
係
に
あ
る
。
結
局
、
首
長
が
不
信
任

を
突
き
付
け
ら
れ
た
場
合
、
議
会
の
定
数
が
少
な
い
ほ
う
が
、
議
席
数
を
三
分
の
一
以
上
ま
で
増
大
さ
せ
る
可

能
性
が
高
い
の
で
、
そ
の
首
長
は
議
会
解
散
を
選
択
し
や
す
い
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
が
、「
選
挙
区
の
数
と
各
選
挙
区
定
数
の
問
題
」
で
あ
り
、
選
挙
区
ご
と
の
定
数
の
影
響
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
市
町
村
議
会
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
）
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
は
一
つ
で

定
数
は
多
い
。
他
方
、
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
の
議
会
は
一
層
下
の
自
治
体
が
選
挙
区
に
な
る
の
で
、
選

挙
区
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
数
は
少
な
い
。
も
と
も
と
少
数
与
党
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
選
挙
区

の
定
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
勝
て
る
見
込
み
も
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
広
島
県
議
会
は
、

選
挙
区
二
三
、
定
数
六
六
、
平
均
定
数
二
・
八
六
、
最
大
一
一
、
最
小
一
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
政
党
に
不
利
で
あ

る
。
他
方
、
広
島
県
の
安
芸
高
田
市
議
会
は
、
選
挙
区
一
、
定
数
二
〇
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
小
政
党
に
有
利
で

あ
る
。

（
9
） 

地
方
自
治
に
お
け
る
文
脈
の
問
題
も
ま
た
、
重
要
で
あ
る
。
首
長
が
不
信
任
決
議
に
か
け
ら
れ
る
の
は
、

も
と
も
と
少
数
与
党
で
首
長
と
の
対
立
が
収
拾
で
き
な
い
場
合
か
、
何
ら
か
の
理
由
で
首
長
と
議
会
が
対
立
状

態
に
な
っ
た
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
首
長
が
是
々
非
々
で
議
会
と
交
渉
す
る
可
能
性
が
あ

り
、
共
存
が
達
成
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
場
合
、
議
会
は
不
信
任
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
後
者
の
場

合
、
首
長
に
何
ら
か
の
問
題
（
例
え
ば
汚
職
な
ど
）
が
発
生
し
、
議
会
が
首
長
の
職
務
遂
行
に
疑
念
を
呈
す
る

場
合
に
、
も
と
も
と
の
与
党
も
野
党
化
し
、
不
信
任
を
出
す
と
考
え
ら
れ
る
。
不
祥
事
に
よ
り
不
信
任
を
突
き

付
け
ら
れ
た
首
長
は
自
ら
の
辞
職
を
選
択
し
や
す
い
と
い
え
る
。

（
10
） 

以
下
、
時
系
列
的
な
流
れ
は
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
11
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
七
月
七
日
。

議会定数 反首長派 親首長派

不信任可決
に 要 す る
最低議席数

議会選挙後不信
任議決に要する
最 低 議 席 数

不信任否決
に 要 す る
最低議席数

議会選挙後不信
任議決阻止に要
する最低議席数

Ａ県 100 76 67 25 34

Ｂ市 50 38 33 13 17

Ｃ村 10 8 7 3 4

三
九
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
一
〇
）

（
12
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
一
九
日
。

（
13
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
六
月
一
五
日
。

（
14
） 
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
六
月
一
八
日
。

（
15
） 
二
〇
〇
二
年
三
月
二
〇
日
に
県
政
会
を
離
脱
し
た
議
員
に
よ
っ
て
、
新
し
い
会
派
と
し
て
誕
生
し
た
。

（
16
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
六
日
。

（
17
） 

知
事
が
提
出
し
た
予
算
案
が
何
度
も
否
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
知
事
に
対
し
て
「
反
省
を
求
め
る
決
議
」
と

「
問
責
決
議
」
を
す
で
に
可
決
し
て
お
り
、
次
は
不
信
任
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
） 

県
政
会
団
長
の
下
村
保
は
「
知
事
が
自
分
が
正
し
い
と
思
う
な
ら
、
我
々
を
解
散
し
て
「
民
意
を
聞
い
て
こ
い
」
と
す
べ
き
だ
。
失
職
は
ひ

き
ょ
う
な
態
度
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
解
散
を
期
待
し
て
い
た
節
が
あ
っ
た
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
）。
参
考
ま
で
に
述
べ
る
と
、

そ
の
後
の
議
会
選
挙
は
二
〇
〇
三
年
四
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
親
知
事
派
の
当
選
は
一
〇
人
に
と
ど
ま
り
、
三
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

（
19
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
。

（
20
） 

こ
ち
ら
も
同
様
に
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
21
） 

竹
原
は
も
う
一
度
不
信
任
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
五
月
、
議
会
に
再
び
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
辞
職
を
強
い
ら
れ
た
竹
原
は
、

出
直
し
の
市
長
選
挙
に
勝
利
す
る
と
、
議
会
を
招
集
せ
ず
、
専
決
処
分
を
繰
り
返
し
た
。
議
会
軽
視
の
姿
勢
は
、
こ
の
後
さ
ら
に
先
鋭
化
す
る
こ
と

と
な
る
（
平
井　
二
〇
一
一
ａ
）。

（
22
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
一
日
。

（
23
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
〇
日
。

（
24
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
一
月
一
四
日
。

（
25
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
一
日
。

（
26
） 

た
だ
し
、
見
通
し
は
極
度
に
楽
観
的
で
あ
り
、
親
市
長
派
の
擁
立
に
つ
い
て
竹
原
は
「
苦
労
し
て
い
る
」
と
話
し
て
い
た
（『
毎
日
新
聞
』

三
九
四



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
一
一
）

二
〇
〇
九
年
二
月
七
日
朝
刊
）。
し
か
し
、
議
会
定
数
の
三
分
の
一
は
六
人
で
あ
り
、
親
市
長
派
の
二
人
か
ら
さ
ら
に
四
名
増
や
す
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
困
難
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

（
27
） 
選
挙
で
は
反
市
長
派
が
一
六
人
、
親
市
長
派
が
七
人
立
候
補
し
、
当
選
者
は
反
市
長
派
が
一
一
人
（
前
回
か
ら
四
減
）、
親
市
長
派
が
五
人
と

な
っ
た
。
親
市
長
派
は
躍
進
し
た
が
、
三
分
の
一
に
あ
た
る
六
議
席
に
は
惜
し
く
も
届
か
な
か
っ
た
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
三
月
二
四
日
）。

＜

参
考
文
献＞

出
井
康
博　
二
〇
一
一
。『
首
長
た
ち
の
革
命　

河
村
た
か
し
、
竹
原
信
一
、
橋
下
徹
の
仕
掛
け
た
〝戦
争
〞
の
実
像
』
飛
鳥
新
社
。

加
茂
利
男
ほ
か　
二
〇
一
一
。『
地
方
議
会
再
生　

名
古
屋
・
大
阪
・
阿
久
根
か
ら
』
自
治
体
研
究
社
。

木
佐
芳
夫　
二
〇
〇
二
。『
田
中
康
夫　

戦
い
の
手
の
内
』
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
。

砂
原
庸
介　
二
〇
一
一
。『
地
方
政
府
の
民
主
主
義　

財
政
資
源
の
制
約
と
地
方
政
府
の
政
策
選
択
』
有
斐
閣
。

曽
我
謙
悟
・
待
鳥
聡
史　
二
〇
〇
〇
。「
地
方
政
治
研
究
の
た
め
の
一
視
角　

知
事
│
議
会
関
係
に
よ
る
分
類
の
試
み
」『
自
治
研
究
』76 

（7

）, 94-

111.

曽
我
謙
悟
・
待
鳥
聡
史　
二
〇
〇
七
。『
日
本
の
地
方
政
治　

二
元
代
表
制
政
府
の
政
策
選
択
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

竹
原
信
一　
二
〇
一
〇
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